
                                通知③ 

令和 7年 4月 23日  
 

   
放課後児童クラブ利用児童の保護者 様 

 

  吉備中央町子育て推進課長  

   

 

放課後児童クラブにおける警報発令時の対応について 

 

 

このことについて、次のように対応いたしますのでお知らせいたします。 

 

１ 警報等の種類 

   地域：吉備中央町 

 種類：警報（大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪） 

      特別警報（大雨、暴風、暴風雪、大雪） 

 

 

２  警報時の対応  

（１）午前 6 時 00 分（最終判断時刻）時点で、上記の警報等が発令されている場合 

児童クラブは、臨時休所とし、音声告知放送を行います。 

 

（２）午前 6 時 00 分以降に上記の警報等が発令された場合 

  ①児童クラブ開所時間（＊1）までに発令された場合 

    児童クラブは、臨時休所する。 

    ＊【開所時間】 

・通常（月～金曜日）  授業終了後 

     ・長期休業日・土曜日  午前 7 時 30 分 

    ※アフタースクール・待ち下校時の警報発令時については、学校からの連

絡に従ってください。 

 

  ②児童クラブ開所後に発令された場合 

    子育て推進課及び各児童クラブで、状況を見ながら、保護者様へ御連絡い

たしますので、保護者等による、できるだけ早めのお迎えをお願いします。 


